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〔事業内容〕 
 
１� 組織の運営 
（１） 理事会の開催 
（２） 常任理事会の開催 
（３） 監事会の開催 
（４） 正副会長会議の開催 
 
２� 部会・委員会活動の推進 
（１） 主任児童委員部会の開催 
（２） 研修企画委員会の開催 
（３） 情報誌編集委員会の開催 
 
３� 研修事業の実施 
（１） 常任理事視察研修の実施 
（２） 中堅（２期目・３期目以上）民生委員児童委員研修会の開催 
（３） 児童委員研修会の開催 
（４） 主任児童委員研修会の開催 
（５） 新任民生委員児童委員研修会の開催 
（６） 地区民児協正副会長・会計研修会の開催 
 
４� 顕彰、互助事業の実施 
（１） 顕彰式典の開催 
（２） 互助給付事業の実施 
 
５� 大会の開催及び広報・啓発事業の推進 
（１） 川崎市民生委員児童委員大会の開催（川崎市との共催） 
（２） 「川崎民生委員児童委員情報」の発行 
（３） 民生委員児童委員制度の意義とその活動を広く社会にＰＲする取組 

 
６� 地域に根ざした事業の推進�

（１） 見守り活動及び災害時要援護者支援事業の推進 
（２） 児童虐待や犯罪被害などから子どもを守る取組及び子育て家庭への支援の推進 
 
７� 福祉基金の運営 
（１） 福祉基金運営委員会の開催 
（２） 福祉基金果実の運用 
 
 
 
 
 
 

－ 22 －



 

〔事業内容〕 
 
１� 組織の運営 
（１） 理事会の開催 
（２） 常任理事会の開催 
（３） 監事会の開催 
（４） 正副会長会議の開催 
 
２� 部会・委員会活動の推進 
（１） 主任児童委員部会の開催 
（２） 研修企画委員会の開催 
（３） 情報誌編集委員会の開催 
 
３� 研修事業の実施 
（１） 常任理事視察研修の実施 
（２） 中堅（２期目・３期目以上）民生委員児童委員研修会の開催 
（３） 児童委員研修会の開催 
（４） 主任児童委員研修会の開催 
（５） 新任民生委員児童委員研修会の開催 
（６） 地区民児協正副会長・会計研修会の開催 
 
４� 顕彰、互助事業の実施 
（１） 顕彰式典の開催 
（２） 互助給付事業の実施 
 
５� 大会の開催及び広報・啓発事業の推進 
（１） 川崎市民生委員児童委員大会の開催（川崎市との共催） 
（２） 「川崎民生委員児童委員情報」の発行 
（３） 民生委員児童委員制度の意義とその活動を広く社会にＰＲする取組 

 
６� 地域に根ざした事業の推進�

（１） 見守り活動及び災害時要援護者支援事業の推進 
（２） 児童虐待や犯罪被害などから子どもを守る取組及び子育て家庭への支援の推進 
 
７� 福祉基金の運営 
（１） 福祉基金運営委員会の開催 
（２） 福祉基金果実の運用 
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〔事業内容〕 
 
１� 組織の運営 
（１） 理事会の開催 
（２） 常任理事会の開催 
（３） 監事会の開催 
（４） 正副会長会議の開催 
 
２� 部会・委員会活動の推進 
（１） 主任児童委員部会の開催 
（２） 研修企画委員会の開催 
（３） 情報誌編集委員会の開催 
 
３� 研修事業の実施 
（１） 常任理事視察研修の実施 
（２） 中堅（２期目・３期目以上）民生委員児童委員研修会の開催 
（３） 児童委員研修会の開催 
（４） 主任児童委員研修会の開催 
（５） 新任民生委員児童委員研修会の開催 
（６） 地区民児協正副会長・会計研修会の開催 
 
４� 顕彰、互助事業の実施 
（１） 顕彰式典の開催 
（２） 互助給付事業の実施 
 
５� 大会の開催及び広報・啓発事業の推進 
（１） 川崎市民生委員児童委員大会の開催（川崎市との共催） 
（２） 「川崎民生委員児童委員情報」の発行 
（３） 民生委員児童委員制度の意義とその活動を広く社会にＰＲする取組 

 
６� 地域に根ざした事業の推進�

（１） 見守り活動及び災害時要援護者支援事業の推進 
（２） 児童虐待や犯罪被害などから子どもを守る取組及び子育て家庭への支援の推進 
 
７� 福祉基金の運営 
（１） 福祉基金運営委員会の開催 
（２） 福祉基金果実の運用 
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資　　　　　料

１　川崎市民生委員児童委員協議会会則	 P ２７～２９

２　川崎市民生委員児童委員協議会会費規程	 P ３０

３　川崎市民生委員児童委員協議会主任児童委員部会設置規程	 P ３１

４　川崎市民生委員児童委員協議会研修企画委員会設置規程	 P ３２

５　川崎市民生委員児童委員協議会情報誌編集委員会設置規程	 P ３３

６　川崎市民生委員児童委員協議会福祉基金設置規程	 P ３４

７　川崎市民生委員児童委員協議会福祉基金果実運用に関する要綱	 P ３５

８　川崎市民生委員児童委員協議会「民生委員児童委員活動の手引き」
　　作成委員会設置要綱	 P ３６

９　川崎市民生委員児童委員協議会会長表彰・感謝規程	 P ３７

10　川崎市民生委員児童委員協議会慶弔規程	 P ３８

11　川崎市民生委員児童委員協議会互助事業運営要綱	 P ３９

12　民生委員互助事業・慶弔関係一覧	 P ４０

13　川崎市民生委員児童委員協議会組織図　役員・理事名簿	 P ４１～４３
　　部会・委員会名簿





川崎市民生委員児童委員協議会会則�
�

第１章��総� � 則�
（名� 称）�

第�１�条� � 本会は川崎市民生委員児童委員協議会と称し、下記の会員をもって構成する。�

� � � � ２� この会員は、民生委員法に基づく民生委員とし、その委嘱を受けた時から全市民

生委員児童委員は、会員となる。�

（事務所の所在地）�

第�２�条�� � 本会は事務所を社会福祉法人川崎市社会福祉協議会内に置く。�
�

� �第２章��目的及び事業�
（目� 的）�

第�３�条� � 本会は民生委員児童委員精神の昴揚に努め、会員相互の研究修養並びに連絡協調

を促進し、民生委員児童委員活動の健全なる発展に寄与することを目的とする。�

（事� 業）�

第�４�条� � 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。�

����������� （１）区民生委員児童委員協議会の連絡調整に関すること�

����������� （２）民生委員児童委員の資質の向上に関すること�

����������� （３）民生委員児童委員の互助共励に関すること�

����������� （４）関係諸機関及び団体との連絡協調に関すること�

����������� （５）民生委員児童委員活動及び社会福祉事業の普及啓発に関すること�

����������� （６）民生委員児童委員活動における表彰選奨に関すること�

����������� （７）その他本会の目的達成に必要なこと�
�

第３章� 役� � 員�
（役� 員）�

第�５�条� � 本会に次の役員を置く。�

����������� （１）会� 長� � � １名�

����������� （２）副会長� � � ３名�

� � � � � � （３）常任理事� � ９名�

� � � � � � （４）理� 事� � ５７名�

� � � � � � （５）監� 事� � � ２名�

（役員の選任）�

第�６�条� � 会長、副会長は常任理事の互選とし、理事会の承認を得なければならない。�

������� ２� 常任理事は、各区民生委員児童委員協議会の会長をもって充てる。ただし、川崎

区からの常任理事は各福祉地区の代表とする。�

������� ３� 理事は各地区民生委員児童委員協議会の会長及び本会主任児童委員部会代表をも

って充てる。�

������� ４� 監事は地区民生委員児童委員協議会副会長又は会計の職にある者のうちから常任

理事会が推薦し、理事会において、選任する。�

������� ５� 監事は常任理事及び理事、事務局長、職員を兼ねることができない。�

（役員の職務）�

第�７�条� � 会長は本会を代表し会務を総理する。�

２� 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは、これを代理する。�

３� 常任理事は常任理事会を組織し会務を掌理する。�

４� 理事は理事会を組織し会務の重要案件について議決する。�

５� 監事は本会の事業及び会計を監査する。�

（役員の任期）�

第�８�条� � 本会役員の任期は、役員に選任されたときの民生委員児童委員の委嘱期間とする。�
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２ 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

（顧 問）

第 ９ 条 本会に顧問を置くことができる。

２ 顧問は民生委員児童委員協議会の事業に関する分野で実績があり、その豊富な

経験と見識を有する人を常任理事会で推薦し、理事会の承認を得、会長が委嘱す

る。

３ 顧問は常任理事会及び理事会に出席して助言又は意見を具申することができる。

４ 任期については、役員の任期に準じる。

第４章 常任理事会

（常任理事会）

第１０条 会議は常任理事をもって構成する常任理事会とし、会長が招集しその議長となる。

２ 常任理事会は常任理事の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 常任理事会の議事は議長を除く出席理事の過半数をもってこれを決し可否同数の

ときは、議長がこれを決する。

（業 務）

第１１条 常任理事会は、本会会則に別段の定めのあるもののほか、本会の業務の決定を行

う。又、次の事項について審議する。

（１）予算並びに事業計画に関すること

（２）決算並びに事業報告に関すること

（３）会則、規程の制定並びに改廃に関すること

（４）正副会長の互選及び監事並びに顧問の推薦に関すること

（５）その他会長が附議したこと

第５章 理事会

（理事会）

第１２条 会議は理事をもって構成する理事会とし、会長が招集する。

２ 理事会は理事の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 理事会に議長を置き、議長はその都度理事より選任する。

４ 理事会の議事は議長を除く出席理事の過半数をもってこれを決し、可否同数のと

きは、議長がこれを決する。

５ 議長及び議長より指名を受けた理事２名は、理事会の議事について議事の経過の

要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければ

ならない。

６ 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、議長にその

権限を委任し、又は、書面をもって議決に加わることができる。

（議決事項）

第１３条 理事会は次の事項を議決する。

（１）予算並びに事業計画に関すること

（２）決算の認定並びに事業報告に関すること

（３）会則、規程の制定並びに改廃に関すること

（４）役員の選任並びに解嘱に関すること

（５）その他本会事業運営上の重要事項として会長が附議したこと

（会長専決処分）

第１４条 常任理事会又は理事会の決議を経なければならない事項で緊急実施を要し、会議

を招集する時がないと認めたときは、会長がこれを専決し、事後においてその報告

を行うものとする。
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２ 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

（顧 問）

第 ９ 条 本会に顧問を置くことができる。

２ 顧問は民生委員児童委員協議会の事業に関する分野で実績があり、その豊富な

経験と見識を有する人を常任理事会で推薦し、理事会の承認を得、会長が委嘱す

る。

３ 顧問は常任理事会及び理事会に出席して助言又は意見を具申することができる。

４ 任期については、役員の任期に準じる。

第４章 常任理事会

（常任理事会）

第１０条 会議は常任理事をもって構成する常任理事会とし、会長が招集しその議長となる。

２ 常任理事会は常任理事の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 常任理事会の議事は議長を除く出席理事の過半数をもってこれを決し可否同数の

ときは、議長がこれを決する。

（業 務）

第１１条 常任理事会は、本会会則に別段の定めのあるもののほか、本会の業務の決定を行

う。又、次の事項について審議する。

（１）予算並びに事業計画に関すること

（２）決算並びに事業報告に関すること

（３）会則、規程の制定並びに改廃に関すること

（４）正副会長の互選及び監事並びに顧問の推薦に関すること

（５）その他会長が附議したこと

第５章 理事会

（理事会）

第１２条 会議は理事をもって構成する理事会とし、会長が招集する。

２ 理事会は理事の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 理事会に議長を置き、議長はその都度理事より選任する。

４ 理事会の議事は議長を除く出席理事の過半数をもってこれを決し、可否同数のと

きは、議長がこれを決する。

５ 議長及び議長より指名を受けた理事２名は、理事会の議事について議事の経過の

要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければ

ならない。

６ 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、議長にその

権限を委任し、又は、書面をもって議決に加わることができる。

（議決事項）

第１３条 理事会は次の事項を議決する。

（１）予算並びに事業計画に関すること

（２）決算の認定並びに事業報告に関すること

（３）会則、規程の制定並びに改廃に関すること

（４）役員の選任並びに解嘱に関すること

（５）その他本会事業運営上の重要事項として会長が附議したこと

（会長専決処分）

第１４条 常任理事会又は理事会の決議を経なければならない事項で緊急実施を要し、会議

を招集する時がないと認めたときは、会長がこれを専決し、事後においてその報告

を行うものとする。
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� � 第６章� � 部会・委員会�

（任� 務）�

第１５条� � 本会の目的を達成するに必要な調査、研究及び実践活動を行うため、主任児童委

員部会、並びに必要に応じ部会及び委員会を設ける。�

（主任児童委員部会）�

第１６条� � 主任児童委員部会は、主任児童委員相互の連携と、活動の強化を推進する。�

� � � � ２� この部会は、各区の主任児童委員代表で構成する。�

（運� 営）�

第１７条� � 部会、委員会ごとに運営内規を設けることができる。�

�

第７章� � 会� � 計�

（経� 費）�

第１８条� � 本会の経費は、会費、補助金、寄附金及びその他の収入をもって充てる。�

（会� 費）�

第１９条� � 会員は、会費を拠出するものとする。�

（会計年度）�

第２０条� � 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終る。�

（経理処理）� �

第２１条� � 会費の額及び徴収方法、その他必要な事項は、規程で定める。�

�

� 第８章� � 事� 務� 局�

（事務局）�

第２２条� � 本会の事務を処理するため事務局を設ける。�

第２３条� � 事務局に事務局長及び専任職員を置く。�

�

� � � � � � � � 第９章� � 区民生委員児童委員協議会�

（設� 置）�

第２４条� � 行政区を単位として区民生委員児童委員協議会を設置する。�

（任� 務）�

第２５条��� 区民生委員児童委員協議会の任務は次のとおりとする。�

����������� （１）区内の民生委員児童委員の資質の向上に関すること�

����������� （２）当該行政区域を管轄する関係行政機関との連絡協調に関すること�

����������� （３）その他民生委員児童委員活動に関すること�

（組� 織）�

第２６条��� 区民生委員児童委員協議会は当該区の全民生委員児童委員をもって組織する。�

（委� 任）�

第２７条� � 本会則に規定するもののほか、区民生委員児童委員協議会の運営について、必要

な事項は当該区民生委員児童委員協議会において定める。�

� 附� 則�

� � � � この会則は平成２１年３月１８日一部改正、平成２１年４月�日から施行する。�

� � この会則は、平成２１年５月２８日から施行する。�

� � この会則は平成２４年５月２４日一部改正、平成２４年４月�日から施行する。�

� � � � 昭和４７年４月１日施行の会則は廃止する。�

� � � � この会則は令和元年１１月１３日一部改正、令和元年１２月１日から施行する。�
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川崎市民生委員児童委員協議会会費規程�

�

（趣旨）�

第１条� この規程は、川崎市民生委員児童委員協議会会則（以下「会則」という。）第

７章２１条の規定に基づき、川崎市民生委員児童委員協議会（以下「市民児協」と

いう。）の会員が納める会費の額および徴収方法、その他必要な事項を定めるもの

とする。�

�

（会費の種類および額）�

第２条� 会費は、一人あたり年額６，７００円とする。�

２� 会費の内訳は、次のとおりとする。�

（１）市民児協（会費１，５００円＋事務分担金１，２００円）� ２，７００円�

（２）全国民生委員互助共励事業会費� � � � � � � � � � � � � １，９００円�

（３）全国民生委員児童委員連合会分担金� � � � � � � � � � � � � ７００円�

（４）神奈川県社会福祉協議会会費� � � � � � � � � � � � � � � � ８００円�

（５）川崎市社会福祉協議会会費� � � � � � � � � � � � � � � � � ６００円�

�

（会費の支払者および徴収方法）�

第３条� 会費を納める会員は４月１日時点で市民児協会員である者とする。�

２� 前項の会員は、会費の支払を所属する地区民生委員児童委員協議会会長（以下

「各地区会長」という。）へ委任し、各地区会長が市民児協へ振り込むこととする。�

�

附� 則�

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。�

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。�

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。�

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。�

この規程は、令和３年４月１日から施行する。�
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川崎市民生委員児童委員協議会会費規程�

�

（趣旨）�

第１条� この規程は、川崎市民生委員児童委員協議会会則（以下「会則」という。）第

７章２１条の規定に基づき、川崎市民生委員児童委員協議会（以下「市民児協」と

いう。）の会員が納める会費の額および徴収方法、その他必要な事項を定めるもの

とする。�

�

（会費の種類および額）�

第２条� 会費は、一人あたり年額６，７００円とする。�

２� 会費の内訳は、次のとおりとする。�

（１）市民児協（会費１，５００円＋事務分担金１，２００円）� ２，７００円�

（２）全国民生委員互助共励事業会費� � � � � � � � � � � � � １，９００円�

（３）全国民生委員児童委員連合会分担金� � � � � � � � � � � � � ７００円�

（４）神奈川県社会福祉協議会会費� � � � � � � � � � � � � � � � ８００円�

（５）川崎市社会福祉協議会会費� � � � � � � � � � � � � � � � � ６００円�

�

（会費の支払者および徴収方法）�

第３条� 会費を納める会員は４月１日時点で市民児協会員である者とする。�

２� 前項の会員は、会費の支払を所属する地区民生委員児童委員協議会会長（以下

「各地区会長」という。）へ委任し、各地区会長が市民児協へ振り込むこととする。�

�

附� 則�

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。�

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。�

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。�

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。�

この規程は、令和３年４月１日から施行する。�
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川崎市民生委員児童委員協議会会費規程�

�

（趣旨）�

第１条� この規程は、川崎市民生委員児童委員協議会会則（以下「会則」という。）第

７章２１条の規定に基づき、川崎市民生委員児童委員協議会（以下「市民児協」と

いう。）の会員が納める会費の額および徴収方法、その他必要な事項を定めるもの

とする。�

�

（会費の種類および額）�

第２条� 会費は、一人あたり年額６，７００円とする。�

２� 会費の内訳は、次のとおりとする。�

（１）市民児協（会費１，５００円＋事務分担金１，２００円）� ２，７００円�

（２）全国民生委員互助共励事業会費� � � � � � � � � � � � � １，９００円�

（３）全国民生委員児童委員連合会分担金� � � � � � � � � � � � � ７００円�

（４）神奈川県社会福祉協議会会費� � � � � � � � � � � � � � � � ８００円�

（５）川崎市社会福祉協議会会費� � � � � � � � � � � � � � � � � ６００円�

�

（会費の支払者および徴収方法）�

第３条� 会費を納める会員は４月１日時点で市民児協会員である者とする。�

２� 前項の会員は、会費の支払を所属する地区民生委員児童委員協議会会長（以下

「各地区会長」という。）へ委任し、各地区会長が市民児協へ振り込むこととする。�

�

附� 則�

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。�

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。�

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。�

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。�

この規程は、令和３年４月１日から施行する。�

川崎市民生委員児童委員協議会主任児童委員部会設置規程

（目 的）

第１条 この部会は、川崎市民生委員児童委員協議会会則第１６条に基づいて設置し、全

市主任児童委員の資質の向上及び活動の推進をはかるために、７区の主任児童委員組織

の連絡調整をおこない、必要な事業をおこなう。

（構 成）

第２条 この部会は、７区の主任児童委員代表で構成する。

（役 員）

第３条 この部会に、次の役員をおく。

⑴ 部 会 長 １名

⑵ 副部会長 ２名

（役員の選出）

第４条 この部会の役員の選出は、次のとおりとする。

⑴ 部会長、副部会長は、部会員の互選とする。

⑵ 部会員のうち、７区の代表は、各区の主任児童委員組織の代表２名（川崎区は３

名）とする。

（役員の職務）

第５条 役員の職務は、次のとおりとする。

⑴ 部会長は、部会を代表し、会務を統轄する。

⑵ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長事故あるときは、その職務を代理する。

⑶ 部会員は、部会を組織し、事業を推進する。

（役員の任期）

第６条 役員の任期は、次のとおりとする。

⑴ 役員の任期は、３年とする。ただし、再任は妨げない。

⑵ 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会 議）

第７条 この部会は、必要に応じて開催する。

２ この部会は、部会長が招集し、その議長となる。

３ この部会の協議事項は、市民児協常任理事会並びに理事会に報告しなければならな

い。

附 則

この規程は、平成７年５月２２日から施行する。

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。
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川崎市民生委員児童委員協議会研修企画委員会設置規程

（目 的）

第１条 この規程は、川崎市民生委員児童委員協議会会則第１５条に基づいて設置し、民

生委員児童委員が地域福祉の担い手として十分に実践活動に活かすことができる内容や

地域が抱える問題事項等を考慮した効果的な研修を企画実施することを、目的とする。

（構 成）

第２条 委員会は、次のかかげる委員をもって構成する。

（１）常任理事 １名

（２）各区民生委員児童委員代表 ７名

（３）主任児童委員代表 １名

（４）関係行政機関 若干名

（役 員）

第３条 委員会に、次の役員をおく。

（１）委員長 １名

（２）副委員長 １名

（役員の選出）

第４条 委員会の役員の選出は、委員長には常任理事が当り、副委員長には構成委員の互

選とする。

（役員の職務）

第５条 役員の職務は、次のとおりとする。

（１）委員長は、委員会を代表し、会務を統轄する。

（２）副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

（役員の任期）

第６条 役員の任期は、次のとおりとする。

（１）役員の任期は、３年とする。ただし、再任は妨げない。

（２）補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会 議）

第７条 委員会は、必要に応じて開催する。

（１）この委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

（２）この委員会の協議事項は、市民児協常任理事会に報告しなければならない。

（事務局）

第８条 委員会の事務局は、市民児協事務局に置く。

附 則

この規程は、平成１６年１２月１日から施行する。

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。
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川崎市民生委員児童委員協議会研修企画委員会設置規程

（目 的）

第１条 この規程は、川崎市民生委員児童委員協議会会則第１５条に基づいて設置し、民

生委員児童委員が地域福祉の担い手として十分に実践活動に活かすことができる内容や

地域が抱える問題事項等を考慮した効果的な研修を企画実施することを、目的とする。

（構 成）

第２条 委員会は、次のかかげる委員をもって構成する。

（１）常任理事 １名

（２）各区民生委員児童委員代表 ７名

（３）主任児童委員代表 １名

（４）関係行政機関 若干名

（役 員）

第３条 委員会に、次の役員をおく。

（１）委員長 １名

（２）副委員長 １名

（役員の選出）

第４条 委員会の役員の選出は、委員長には常任理事が当り、副委員長には構成委員の互

選とする。

（役員の職務）

第５条 役員の職務は、次のとおりとする。

（１）委員長は、委員会を代表し、会務を統轄する。

（２）副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

（役員の任期）

第６条 役員の任期は、次のとおりとする。

（１）役員の任期は、３年とする。ただし、再任は妨げない。

（２）補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会 議）

第７条 委員会は、必要に応じて開催する。

（１）この委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

（２）この委員会の協議事項は、市民児協常任理事会に報告しなければならない。

（事務局）

第８条 委員会の事務局は、市民児協事務局に置く。

附 則

この規程は、平成１６年１２月１日から施行する。

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。
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川崎市民生委員児童委員協議会研修企画委員会設置規程

（目 的）

第１条 この規程は、川崎市民生委員児童委員協議会会則第１５条に基づいて設置し、民

生委員児童委員が地域福祉の担い手として十分に実践活動に活かすことができる内容や

地域が抱える問題事項等を考慮した効果的な研修を企画実施することを、目的とする。

（構 成）

第２条 委員会は、次のかかげる委員をもって構成する。

（１）常任理事 １名

（２）各区民生委員児童委員代表 ７名

（３）主任児童委員代表 １名

（４）関係行政機関 若干名

（役 員）

第３条 委員会に、次の役員をおく。

（１）委員長 １名

（２）副委員長 １名

（役員の選出）

第４条 委員会の役員の選出は、委員長には常任理事が当り、副委員長には構成委員の互

選とする。

（役員の職務）

第５条 役員の職務は、次のとおりとする。

（１）委員長は、委員会を代表し、会務を統轄する。

（２）副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

（役員の任期）

第６条 役員の任期は、次のとおりとする。

（１）役員の任期は、３年とする。ただし、再任は妨げない。

（２）補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会 議）

第７条 委員会は、必要に応じて開催する。

（１）この委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

（２）この委員会の協議事項は、市民児協常任理事会に報告しなければならない。

（事務局）

第８条 委員会の事務局は、市民児協事務局に置く。

附 則

この規程は、平成１６年１２月１日から施行する。

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。

川崎市民生委員児童委員協議会情報誌編集委員会設置規程

（目 的）

第１条 この規程は、川崎市民生委員児童委員協議会会則第１５条に基づいて設置し、川

崎市民生委員児童委員協議会の「情報誌」を企画編集し発行することを目的とする。

（構 成）

第２条 委員会は、次のかかげる委員をもって構成する。

（１）常任理事 １名

（２）各区民生委員児童委員代表 ７名

（３）主任児童委員代表 １名

（役 員）

第３条 委員会に、次の役員をおく。

（１）委員長 １名

（２）副委員長 １名

（役員の選出）

第４条 委員会の役員の選出は、委員長には常任理事が当り、副委員長には構成委員の互

選とする。

（役員の職務）

第５条 役員の職務は、次のとおりとする。

（１）委員長は、委員会を代表し、会務を統轄する。

（２）副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

（役員の任期）

第６条 役員の任期は、次のとおりとする。

（１）役員の任期は、３年とする。ただし、再任は妨げない。

（２）補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会 議）

第７条 委員会は、必要に応じて開催する。

（１）この委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

（２）この委員会の協議事項は、市民児協常任理事会に報告しなければならない。

（事務局）

第８条 この委員会の事務局は市民児協事務局に置く。

附 則

この規程は、平成１６年１２月１日から施行する。

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。

－ 33 －



川崎市民生委員児童委員協議会福祉基金設置規程�

�

�

（設置の目的）�

第１条� 川崎市における民生委員児童委員の活動充実のため、川崎市民生委員児童委員協

� 議会福祉基金（以下「基金」という。）を設置する。� � �

（積立て）�

第２条� 基金の積立て財源は、基金設置の趣旨に賛同する個人及び各種団体等からの寄付

� 金等をもって充てる。�

（管� 理）�

第３条� 基金に属する現金は、金融機関への預金やその他最も確実な方法により保管しな

� ければならない。�

（特別会計の設置）�
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� 置する。�

� ２� 委員会は、委員若干名をもって構成する。�

� ３� 委員は、川崎市民生委員児童委員協議会会長が委嘱する。�

� ４� 委員の任期は、３年とする。ただし、再任は妨げない。�

� � ⑴� 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。�

� ５� 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長各１名を置く。�

� ６� 委員会は、次の事項を審議する。�

� � ⑴� 基金の造成に関すること。�

� � ⑵� 基金の果実の使途に関すること。�

� � ⑶� その他基金管理、運営に関すること。�

� ７� 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。�

（委� 任）�

第７条� この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。�

�

� 附� 則�

� この規程は、平成２年４月１６日から施行する。�
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川崎市民生委員児童委員協議会福祉基金果実運用に関する要綱

（趣 旨）

第１条 この要綱は、民生委員児童委員活動の充実のために川崎市民生委員児童委員協議

会が設置した福祉基金果実の運用に関し必要な事項を定める。

（福祉基金果実の使途）

第２条 福祉基金果実の使途は、次の各号に該当するものとする。

⑴ 地区民生委員児童委員協議会（以下「地区民児協」という。）並びに区民生委員児童

委員協議会（以下「区民児協」という。）の事業に要する経費助成

⑵ 市民生委員児童委員協議会（以下「市民児協」という。）の事業に要する費用

（助成の内容）

第３条 地区民児協並びに区民児協の事業に要する経費助成は、対象事業の内容により予

算の範囲内において調整のうえ、決定する。

２ 助成額は、地区民児協３０ ０００円、区民児協５０ ０００円を限度とする。

（助成の申請）

第４条 助成を受けようとする地区民児協並びに区民児協は、所定の事業計画書（様式１）

に必要事項を記入のうえ、関係書類を添えて区民児協を通じて市民児協会長に提出する。

（助成の決定）

第５条 市民児協会長は、提出された事業計画書を福祉基金運営委員会並びに市民児協常

任理事会に諮り、審査のうえ、決定する。

２ 市民児協会長は、審査の結果をすみやかに申請者に通知し、助成金を交付する。

（助成の報告）

第６条 助成を受けた地区民児協並びに区民児協は、事業終了後、所定の事業報告書（様式２）

　に必要事項を記入のうえ、関係書類を添えて区民児協を通じて市民児協会長に提出する。

（市民児協の事業に要する費用）

第７条 市民児協会長は、市民児協の事業に要する費用として使用する場合、対象となる

事業計画を福祉基金運営委員会並びに市民児協常任理事会に諮り、審議のうえ、市民児

協理事会において決定する。

（結果の報告）

第８条 市民児協会長は、福祉基金果実の使途結果について、市民児協理事会に報告する。

（委 任）

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉基金運営委員会並びに市民児協

常任理事会に諮り、市民児協会長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成１２年７月２７日から施行する。

この要綱は、平成１６年１２月１日から施行する。
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川崎市民生委員児童委員協議会 
「民生委員児童委員活動の手引き」作成委員会設置要綱 

 
（趣 旨） 
第１条 この要綱は、川崎市民生委員児童委員協議会（以下「市民児協」という） 

会則第１５条に基づき、活動の手引き作成委員会（以下「委員会」という）の

設置及び運営に関し必要な事項を定める。 
 

（委員の構成） 
第２条 委員会の委員は、次に掲げる委員をもって構成する。 
（１）市民児協副会長 １名 
（２）市民児協理事（各区 1 名） ７名 
（３）主任児童委員部会 １名 
（４）川崎市健康福祉局 １名 
（５）その他委員長が必要と認めた者 
 
（委員の任期） 
第３条 委員の任期は一斉改選時の１１月末日までとする。 
２ 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
（委員長の選出） 
第４条 委員会に委員長並びに副委員長を置く。 
２ 委員長並びに副委員長は、委員の互選とする。 
 
（委員会の招集） 
第５条 委員会は、必要に応じ委員長が召集し、委員長が議長となる。 
２ 委員長に事故あるときは、副委員長が代行する。 
 
（会 議） 
第７条 この委員会の協議事項は、市民児協常任理事会並びに理事会に報告し

なければならない。 
 

（事務局） 
第８条 この委員会の事務局は市民児協事務局に置く。 
 
附 則 
この要綱は、平成２２年１月２６日より施行する。 

－ 36 －



川崎市民生委員児童委員協議会 
「民生委員児童委員活動の手引き」作成委員会設置要綱 

 
（趣 旨） 
第１条 この要綱は、川崎市民生委員児童委員協議会（以下「市民児協」という） 

会則第１５条に基づき、活動の手引き作成委員会（以下「委員会」という）の

設置及び運営に関し必要な事項を定める。 
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（１）市民児協副会長 １名 
（２）市民児協理事（各区 1 名） ７名 
（３）主任児童委員部会 １名 
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（委員の任期） 
第３条 委員の任期は一斉改選時の１１月末日までとする。 
２ 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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第４条 委員会に委員長並びに副委員長を置く。 
２ 委員長並びに副委員長は、委員の互選とする。 
 
（委員会の招集） 
第５条 委員会は、必要に応じ委員長が召集し、委員長が議長となる。 
２ 委員長に事故あるときは、副委員長が代行する。 
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なければならない。 
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附 則 
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第５条 委員会は、必要に応じ委員長が召集し、委員長が議長となる。 
２ 委員長に事故あるときは、副委員長が代行する。 
 
（会 議） 
第７条 この委員会の協議事項は、市民児協常任理事会並びに理事会に報告し
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（事務局） 
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附 則 
この要綱は、平成２２年１月２６日より施行する。 

川崎市民生委員児童委員協議会会長表彰・感謝規程

（趣 旨）

第 条 この規程は、永年にわたり民生委員児童委員活動に従事した者、又従事し亡くな

られた者に対し、川崎市民生委員児童委員協議会会長（以下「市民児協会長」という）

が表彰及び感謝の意を表して、その功績を称え、労をねぎらうために必要な事項につい

て定める。

（表彰の基準日及び対象者）

第２条 毎年１１月３０日にする。民生委員児童委員として２０年以上在職（通算も含む）

している者とする。ただし、既に市民児会長表彰を受けた者は除く。

（感謝の対象）

第３条 感謝の対象は、民生委員児童委員として前年５月１日から本年４月３０日のまで

の間に現職で亡くなられた者とする。

（表彰及び感謝の方法）

第４条 表彰及び感謝は、川崎市民生委員児童委員顕彰式典において、表彰状、感謝状及

び記念品の贈呈をもって行う。

（委 任）

第５条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この規程は、昭和６２年１１月１０日から施行する。
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川崎市民生委員児童委員協議会 
慶 弔 規 程 

 

１ 趣 旨 

川崎市民生委員児童委員協議会役員等の慶弔に際し、役員としての労に報いるとともに、友

好と親睦をはかるため、慶弔金品を贈呈するものとする。 

 

２ 対 象 

対象となる役員等とは、次の者をいう。 

（１） 顧 問 

（２） 理 事 

（３） 監 事 

（４） その他、本会会長が特に認めた者 

 

３ 慶弔の基準 

（１）役員等が死亡したとき   生 花 

（２）役員等が厚生労働大臣表彰、藍綬表彰、生存者叙勲等を受章（彰）したとき   生 花 

（３）その他、本会会長が必要と認めたとき 適 宜 

 

４ 運 営 

（１） 本会正副会長が、運営の責任にあたる。 

（２） 運営資金は、本会予算をもってあてる。 

 

附 則 

この規程は平成１２年４月１日より施行する。 
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川崎市民生委員児童委員協議会互助事業運営要綱

１ 目 的

この事業は、川崎市民生委員児童委員協議会（以下「市民児協」という。）会則第４条

第１項第２号に基づき、会員の互助を目的として、その親睦をはかるものとする。

２ 事業の実施主体

この事業の実施主体は、市民児協とする。

３ 会員及び運営資金

会員は川崎市民生委員児童委員全員とし、市民児協の予算をもって運営資金とする。

４ 互助事業

会員が次の各号の１に該当した場合、当該各号の定めるところにより、弔慰、見舞いを

行う。

⑴ 死亡弔慰

ア．公務上死亡したとき（公務死亡） ８０，０００円

（一般死亡に５０，０００円を加算）

イ．会員が死亡したとき（一般死亡） ３０，０００円

ウ．会員の配偶者が死亡した時（配偶者死亡） ５，０００円

⑵ 傷病見舞

ア．公務上傷病を受けた時

ア ２カ月以上 ２８，０００円

（一般傷病に２０，０００円を加算）

イ １カ月以上２カ月未満 ２６，０００円

（一般傷病に２０，０００円を加算）

イ．会員が重傷病にかかったとき（一般傷病）

ア ２カ月以上 ８，０００円

イ １カ月以上２カ月未満 ６，０００円

⑶ 災害見舞（火災のみ）

会員の居宅が火災（全焼、半焼、部分焼いずれも可）にあったとき

１０，０００円

⑷ 退任慰労

会員が改選時に２０年以上在任し、定年をむかえる時（５ ０００円相当の記念品）

５ 申請の手続き

地区民児協会長は、管内の民生委員またはその遺族から死亡、傷病または災害に対して

申し出があったときは、その事実を確認の上、市民児協会長あて申請する。

ただし、全国民生委員互助共励事業による給付金申請書（全国互助様式第２号）の提出

をもって、これにかえることができる。

附 則

この要綱は、平成２年１０月１９日から施行する。

この要綱は、平成２１年８月２８日一部改正 平成２２年４月１日から施行する。
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民生委員児童委員が地域福祉の担い手として十分に実践活動
に活かすことができる内容や、地域が抱える問題事項等を考
慮した効果的な研修を企画実施する。

民生委員児童委員活動の充実のために、

主任児童委員部会代表１名）

他区各１名）

令和５年４月１日現在
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令和５年４月１日現在
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